
企画展「名和長年とその一族 ―今につながる７００年の軌跡―」に係る 

展示資料の運送並びに展示業務仕様書 

 

                            

 

１ 業務名称 

  企画展「名和長年とその一族」に係る展示資料の運送並びに展示業務 

 

２ 展覧会の会期・会場 

（１）会期：令和８年１０月３１日（土）から令和８年１１月２９日（日）まで  

   会場：鳥取県立博物館 第１・２特別展示室（鳥取市東町二丁目１２４番地） 

 

３ 業務の期間 

    契約締結の日から令和８年１２月２５日（金）まで 

 

４ 運送並びに作業日程について 

（１）運送並びに展示・撤去の作業日程（予定）は、別紙１を参照。日程等の詳細 

  については、後日担当者と相談の上決定すること。 

（２）資料返納にあたっては、委託者がすでに借用している資料も合わせて行うこと。 

（３）資料の借用先および返納先は別紙２を参照のこと。 

（４）借用・展示・撤去・返納・移送・梱包・開梱作業に当たる職員は、美術品取 

  り扱い専門職員とし、各作業にあたるのは同一職員であること。 

 

５ 運送作業について 

（１）輸送時には、輸送途中で梱包状況等を確認する必要があるため、美術品取り扱い専門員

を乗車させること（運転士と兼務でも可）。また、当館職員も資料借用の責任上、トラッ

クに同乗する場合がある。 

（２）輸送トラックは、輸送中に振動の少ないエアサスペンション付き専用車であり、盗難等

にあわないよう施錠できる車とすること。また、運搬資料を１台で運べる大きさとし、美

術館・博物館資料を運ぶことのできる清潔な車であること。 

（３）大型トラックが進入できない場所については、当館職員と相談の上受託者でライトバン

などを用意し、輸送手段を確保すること。 

（４）資料及び展示器材の輸送にあたっては、万全の措置をとり、輸送途中には適 

  宜輸送資料等の梱包状況等の点検を行うこと。また、適宜、当館職員に報告し、 

  指示を受けること。 

（５）積込み及び積卸しの際には、必ず当館職員と資料点数等を点検すること。また、積込み、

積卸しの作業が風雨等の天候の影響を受けないよう十分配慮すること。 

（６）資料輸送中に受託者が宿泊等を行う場合は、可能な限り、盗難、事故等を防げる場所に

トラックを駐車すること。その際、当館職員にトラックの駐車場所について了解を得るこ

と。なお、駐車場の委託に係る手続き並びに経費負担は受託者が行うものとすること。 

（７）資料の輸送については、安全運転のうえ、交通事情、道路状況等を考慮し、安全な経路

を選ぶこと。また、輸送経路については、事前に当館職員の了解を得ること。 

 

６ 梱包・開梱作業について 

（１）借用・返納する資料のリスト・寸法については別紙２を参照すること。 

（２）梱包については、借用先及び当館職員の指示により作業を行うこととする。また、借用

資料の損傷等の状態を確認するため、梱包する職員と開梱する職員は、原則同一職員と

すること。 

（３）梱包は資料の状況に応じて、板段ボール箱、薄葉紙、茶紙、エアキャップ、綿布団、さ

らし、エサホーム等を用いること。 



（４）梱包した箱等には、借用先名、資料名等を記したラベルを貼付すること。 

（５）契約後、梱包に際し、梱包材料が不足した場合は、受託者の負担とすること。 

（６）展示撤去後の借用資料の梱包については、当館職員の指示がない場合は、借用時の梱包

と同じ方法で行うこと。資料輸送に特別の支障が生じたり、資料保護のために梱包方法

を変更する場合は、当館職員の許可を得て梱包作業を行うこと。 

 

７ 展示・撤去作業について 

（１）展示・撤去作業の内容、人員、日程については、別紙１のとおりとする。 

（２）借用・撤去する資料は、別紙２に掲げる借用資料、委託者所蔵資料等であるが、展示器

材並びにその他の器材、パネル類の展示・撤去も行うこと。なお、展示・撤去する資料

及び数量について、一部変更となる場合があること。 

（３）展示に使用する、ワイヤー・フック・展示台等については、委託者が準備したものを使

用すること。 

（４）展示・撤去にあたっては、当館職員の指示を受けてから作業すること。また、資料の扱

いには充分に配慮し、損壊・変形等のないようにすること。 

  

８ 運送保険について 

（１）資料の保険金については、別紙２の評価額を参照の上算出すること。 

（２）保険金で資料の評価額全額を保証すること。 

（３）保険期間は、資料借用時（すでに借用済の資料は展示作業開始の令和８年１０月５日（月））

から返納時までとすること。 

 

９ 運送料金について 

  運送料金は、運送・展示業務にかかる経費を算出し、内訳として、人件費・材料費・運送

展示保険等をそれぞれ計上すること。 

 

10 再委託の禁止  

受注者は、再委託をしてはならない。 

 

11 かし担保責任             

  本業務の検査完了後、かしが発見された場合、受注者は無償で補修・追完を行うものとす

る。 

  この場合において受注者の責任は、本業務の検査完了日から１ヶ月以内に請求があった場

合に限る。 

 

12 専属的合意管轄裁判所 

  本業務に係る訴訟の提起については、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意

管轄裁判所とする。 

 

13 その他 

  この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、実行

委員会と受注者が協議して定めるものとする。 

 

 

別紙１ 作業内容・日程〈予定〉 

別紙２ 資料借用・返納先一覧・展示資料一覧  


